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１．発表事項   

松阪市空家バンク制度を利用して空き家に附随する農地を取得する場合の下限面

積の引き下げについて 

 

 

２．目的 

     飯南、飯高など中山間地域での空家バンク制度における空き家及び空き家に附

随する農地の取得に関し、当該附随農地の取得できる下限面積を引き下げること

により中山間地域への移住促進に寄与するとともに、耕作放棄地の更なる発生の

抑制にもつながる。 

 

 

３．施行日 

     公表の日から施行（令和３年７月１５日告示予定） 

 

 

４．内容 

     農地の取得については農地法において制限があり、一定の面積（下限面積）以

上を耕作している者でないと取得できないこととなっている。その耕作面積は原

則５０アール以上とされているが、農地法第３条には下限面積の特例を設けるこ

とを可能としており、松阪市においては別紙のとおり一部地域における下限面積

を定めて農地取得の基準としているところである。 

     これまで飯南、飯高、嬉野（宇気郷・中郷）地域においては、松阪市空家バン

ク制度を利用して空き家及び空き家に附随する農地を取得（貸借又は売買）し定

住する場合の下限面積を平成２９年４月以降１アールとしてきたところであるが、

更に下限面積を引き下げることにより、空家バンク制度の利用者の選択肢が広が

り移住促進に寄与するとともに、耕作放棄地の更なる発生の抑制にもつながり、

地域の活性化が期待できるところである。 

     よって、今回、飯南、飯高、嬉野（宇気郷・中郷）地域において松阪市空家バ

ンク制度を利用して定住する場合に適用する附随農地を取得する場合の下限面積

を１アールから１㎡に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 


